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中部電力株式会社浜岡原子力発電所原子炉施設 

保安規定の変更に関する審査結果 

 

原 規 規 発 第 ２ ０ ０ ８ ３ １ １ 号 

令 和 ２ 年 ８ 月 ３ １ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

Ⅰ．審査結果 

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、令和２年６月１０日付け

本原原発第１５号をもって、中部電力株式会社（以下「申請者」という。）から、核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉

等規制法」という。）第４３条の３の２４第１項の規定に基づき申請された浜岡原子力発電

所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）変更認可申請書が、原子炉等規制法第

４３条の３の２４第２項第１号に規定する発電用原子炉の設置若しくは変更の許可を受け

たところ又は変更を届け出たところによるものでないことに該当するかどうか、同項第２

号に規定する核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉によ

る災害の防止上十分でないものであることに該当するかどうかについて審査した。 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項第２号に規定する「核燃料物質若しく

は核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないもの

であること」に該当するかどうかを判断するため、実用発電用原子炉及びその附属施設に

おける発電用原子炉施設保安規定の審査基準（原規技発第１３０６１９８号（平成２５年

６月１９日原子力規制委員会決定）。以下「審査基準」という。）に適合するものであるかど

うかを審査した。 

 

審査の結果、本申請は、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項各号のいずれにも該

当しないと認められる。 

具体的な審査の内容等については以下のとおり。 

 

Ⅱ．申請の概要 

申請者が提出した保安規定変更認可申請書によれば、変更の概要は以下のとおりである。 

 

１．組織改正に伴う職務内容の変更 

組織改正に伴い、以下に示す職務内容について、関連する保安規定条文である第１編

（第５条）を変更する。 
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・ 廃棄物管理課所管の廃棄物減容処理装置の施設管理に関する業務を設備保全課へ移

管 

 

Ⅲ．審査の内容 

１．原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項第１号 

規制庁は、本申請について以下に掲げる事項等を確認したことから、発電用原子炉の

設置若しくは変更の許可を受けたところ又は変更を届け出たところによるものでないこ

とに該当しないと判断した。 

（１）組織改正に伴う職務内容の変更内容が、申請者から令和２年４月１日付けで提出さ

れた浜岡原子力発電所原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第５条第４項で準

用する第４条第１項に基づく届出書（１号炉、２号炉、３号炉、４号炉及び５号炉）に

記載された発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備

に関する事項の内容と整合していること。 

 

２．原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項第２号 

規制庁は、本申請について以下に掲げる事項等を確認したことから、災害の防止上十

分でないものであることに該当しないと判断した。 

なお、ここで用いる項及び番号は、特に断りのない限り実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第９２号各項及び各号を表してい

る。 

（１）第１項第３号（発電用原子炉施設の運転及び管理を行うものの職務及び組織） 

第１項第３号については、審査基準において、本店及び工場又は事業所における発電

用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な各職位の職務内容が定められ

ていることを要求している。 

規制庁は、以下に掲げる事項を確認できたことから、第１項第３号を満足しているこ

とを確認した。 

① 廃棄物管理課が所管する廃棄物減容処理装置の施設管理に関する業務を設備保

全課へ引き継いだ上で移管することとし、これに伴い、廃棄物管理課長の保安に関

する職務として定めている廃棄物減容処理装置の施設管理に関する業務を、設備保

全課長の保安に関する職務として定めている原子炉施設の施設管理に関する業務

（他の課長が所管する業務を除く。）に含めること。 

 

 

 


